
 

 令和２年５月 14 日 

 

労使団体の長あて 

 

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について 

 

  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和２年４月 17 日に緊急事態宣

言時に事業の継続が求められる事業で働く方々をはじめとして、すべての職場で働く方々

の感染を防止するため、職場において事業者、労働者が一体となって、事業の特性も踏ま

えつつ新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に適切に取り組んでいただくことについ

て、傘下団体・企業（連合は「構成組織」）に対し、周知等をお願いしたところです。 

その後、５月４日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナ

ウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）について緊急事態宣言

を延長する等の改正が行われ、「事業者及び関係団体は（中略）業種や施設の種別ごとに

ガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされまし

た。さらに、５月 14 日に基本的対処方針が改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を北

海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県とするとともに、

緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する

必要がある等の変更がなされました。 

こうした状況にかんがみ、多くの関係団体では、５月４日に新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議から公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」や、

同日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から発出された「緊急事態措置の

維持及び緩和等に関して」を踏まえた感染拡大予防ガイドラインの作成等に取り組まれて

おり、それぞれの地域の状況に応じて、これに即した取組が職場において実践されていく

ことが期待されますが、その際、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して

取り組んでいただきたく、傘下団体・企業（連合は「構成組織」）に対し、改めて周知を

お願いします。併せて、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けたこれら取組の

周知についても御協力いただきますようお願いします。 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

 



記 

 

１ 労務管理の基本的姿勢 

  別添１の基本的対処方針の三の（３）の４）「職場への出勤等」及び６）「緊急事態

措置の対象とならない都道府県における取組等」の内容に基づき、職場における感染防

止対策に取り組むこと。 

その際、労働者の理解や協力を得つつ、事業者が主体となり、これらの取組を実施し

ていただくに当たって、特に、以下の（１）から（４）にご留意いただきたいこと。 

なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたび

に充実しているところであるので、逐次厚生労働省ホームページの「新型コロナウイル

ス感染症について」を確認いただきたいこと。 

 

（１）感染拡大を予防する新しい生活様式の定着 

今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを踏まえ、全ての住民、事業者

において、感染拡大を予防する新しい生活様式を定着させる必要があることに鑑み、

新しい生活様式の趣旨や必要性について、専門家会議で示された別添２の「人との接

触を８割減らす、10 のポイント」、別添３の「新しい生活様式（生活スタイル）の実

践例」等を活用して労働者に周知を行っていただきたいこと。 

 

（２）テレワーク支援措置の活用 

テレワークについては、テレワークを新規で導入する中小企業等によるテレワーク

用通信機器の導入等に要した経費の助成やテレワーク相談センターにおける相談支

援、労働時間管理の留意点等をまとめたガイドラインの作成等を行っており、こうし

た施策も活用いただきながら、取組を進めていただきたいこと。 

 

（３）雇用調整助成金を活用した休業の実施 

感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者

の不利益の回避に努めていただきたいこと。なお、緊急事態宣言や要請などがある場

合でも、一律に労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務がなくなるものではないこと

にご留意いただきたいこと。 

また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業

活動の縮小を余儀なくされた事業者が、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、労働者

を休業させ、事業主がその分の休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の対象にな

り得ることも踏まえ、労使が協力して、労働者を安心して休ませることができる体制

を整えていただきたいこと。 



雇用調整助成金については、緊急対応期間（令和２年４月１日～６月 30 日）にお

いて解雇等を行わない企業に対して助成率を引き上げるとともに、雇用保険被保険者

でない非正規労働者も対象とする等の拡充を行っており、その活用を通じて休業を検

討いただきたいこと。 

※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく新型

コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除の有無にかかわらず、引き続き、緊急

対応期間中の休業等については雇用調整助成金の助成率の引上げの特例の適用

があるとともに、雇用調整助成金の申請手続きの簡素化を利用することができ

る。 

 

（４）職場における感染防止の進め方 

職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、

事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を

持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。

このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り

組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏

まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であ

ること。 

具体的には、①労働衛生管理体制の再確認、②換気の徹底等の作業環境管理、③職

場の実態に応じた作業管理、④手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含

めた労働衛生教育、⑤日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施いた

だきたいこと。 

 

２ 職場における感染予防対策の徹底について 

 多くの関係団体では、別添４の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロ

ナウイルス感染症対策の状況分析・提言（2020 年５月４日）」や「緊急事態措置の維持

及び緩和等に関して」（令和２年５月４日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策

推進室長事務連絡）を踏まえた感染拡大予防ガイドラインの作成等に取り組まれており、

これらが職場において実践されていくことが期待されるが、その際、労働者が安全かつ

安心して働ける環境づくりに率先して取り組む必要がある。 

 このため、別添５の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため

のチェックリスト」を活用し、職場の状況を確認した上で、職場の実態に即した、実行

可能な感染拡大防止対策を検討いただきたいこと。感染防止対策を講じる際に、例えば、

消毒液を確保できない場合に家庭用塩素系漂白剤等を希釈して使用することや、十分な

量のフェイスガードが確保できない場合にクリアファイル等で作成したものを用いるこ



となど、代替の対策を講じることについても検討いただきたいこと。 

 また、感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委

員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任

されている場合、こうした衛生管理の知見を持つ労使関係者により構成する組織の有効

活用を図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただき

たいこと。その際、産業医等の助言を得つつ、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾

患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する方々に対して、十分な労務管理上の配

慮をしていただきたいこと。 

 なお、産業医や産業保健スタッフの主な役割については、一般社団法人日本渡航医学

会及び公益財団法人日本産業衛生学会が５月 11 日に公表した「職域のための新型コロナ

ウイルス感染症対策ガイド」において、次のとおり示されているので一つの参考として

いただきたいこと。 

  ・ 医学情報の収集と職場への情報提供 

  ・ 職場における感染予防対策に関する医学的妥当性の検討と助言 

・ 職場における感染予防対策及び管理方法に関する教育・訓練の検討と調整 

・ 従業員の健康状態にあわせた配慮の検討と実施 

・ 事業場に感染者（疑い例含む）が出た場合の対応 

・ 職場における従業員のメンタルヘルスへの配慮 

・ 職場における段階的な措置の解除に関する医学的妥当性の検討と助言 

・ 職場における中・長期的な対策に関する医学的妥当性の検討と助言 

 

併せて、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、

安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されていない事業場については、独立行政

法人労働者健康安全機構の産業保健総合支援センターにおいて、メールや電話による相

談の受付、各種情報の提供等を行っているので、その活用について検討していただきた

いこと。 

 

３ 風邪症状を呈する労働者等への対応について 

新型コロナウイルスに感染した場合、数日から 14 日程度の潜伏期間を経て発症するた

め、発症初期の症状は、発熱、咳など普通の風邪と見分けが付かない。このため、発熱、

咳などの風邪症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可

能性を考慮した労務管理を行っていただきたく、具体的には、下に掲げる対応が考えら

れること。 

この際、①高齢者、②基礎疾患がある者、③免疫抑制状態にある者、④妊娠している

者について配慮いただきたいこと。特に、妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指



導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するお

それに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又

は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基

づき、作業の制限、出勤の制限（在宅勤務又は休業をいう。）等の措置を講じる必要が

あることに留意すること。 

・ 発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指

示を行うとともに、その間の外出自粛を勧奨すること。 

・ 労働者を休業させる場合、休業中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し

合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること。 

・ 風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場

合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。 

・ 「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安（具体的な目安は以下を参照）」

を労働者に周知・徹底し、これに該当する場合には、帰国者・接触者相談センター

に電話で相談し、同センターから帰国者・接触者外来の受診を指示された場合には、

その指示に従うよう促すこと。 

「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」（厚生労働省ホームページより抜粋） 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これらに該当しな

い場合の相談も可能です。） 

☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

☆ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

  （※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けてい

る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

  （症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と

思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様で

す。） 

○ 相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがあります。）の他、 地

域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご活用ください。 

  （妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談セン

ター等に御相談ください。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について 

（１）衛生上の職場の対応ルールについて 

 事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者



等」という。）が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、

労働者に周知いただきたいこと。この際、企業における具体的な取組事例を取りまとめ

た別添６の「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の衛生上の対応ルー

ル（例）」を適宜参考にしていただきたいこと。 

 また、新型コロナウイルス感染症の陽性者について、労働安全衛生法に基づく労働者

死傷病報告の提出に留意いただき、同報告書を作成する際には別添７のリーフレットを

適宜参考にしていただきたいこと。 

 なお、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の

確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等

を再開するに当たって、労働者本人や人事労務担当者等から医療機関や保健所への各種

証明の請求についてはお控えいただきたいこと。 

・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること（報告先

の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲（※）等） 

 （※）「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関す

る指針」（平成 30 年９月７日付け労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公

示第１号）に留意。 

・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること（保健所

と連携する部署・担当者、保健所と連携して対応する際の陽性者と接触した労働者

の対応等） 

・ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること 

・ 陽性者が陰性になって後、職場復帰する場合の対応に関すること（PCR 検査の結

果や各種証明書は不要である等） 

・ 労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等

を受けることはないこと 

・ その他必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等 

 

（２）労災補償について 

労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものと認められる場合には、

労災保険給付の対象となること。 

この際、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合のほか、調査に

より感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる

次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により

感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを個々の事案に即して

適切に判断することとしていること。 

（ア）複数（請求人を含む）の感染者が確認された労働環境下での業務 



（イ）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 

また、患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介

護従事者等が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原

則として労災保険給付の対象となること。 

このため、上記取扱いについて周知いただくとともに、労働者の感染が上記のいずれ

かに該当するなど労災保険給付の対象となると考えられる場合には、労災請求を勧奨し

ていただきたいこと。 

 なお、感染した労働者が自ら労災請求の手続きを行うことが困難である場合には、事

業者はその手続きを行うことができるように助力しなければならない（労働者災害補償

保険法施行規則第 23 条）とされていることに御留意いただきたいこと。 
※本項目については、厚生労働省 HP に掲載されている「新型コロナウイルスに関する Q&A（労

働者の方向け、企業の方向け）」を参照。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等 

 事業者においては、国、地方自治体等がホームページ等を通じて提供している最新の

情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を労働者に周知いた

だきたいこと。 

その際、新型コロナウイルス感染症に関することも含めた職場のメンタルヘルス不調、

過重労働による健康相談等についてメールや電話による相談を受け付ける「こころの耳」

や精神保健福祉センター等のメンタルヘルスに関する相談窓口を労働者に周知いただき

たいこと。また、ＤＶや児童虐待に関する相談などの窓口についても、必要に応じ、労

働者に周知いただきたいこと。 

 なお、新型コロナウイルス感染症に関する個別の労働紛争があった場合は、都道府県

労働局の総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けていることも、併せて周知いた

だきたいこと。 


